
１ 

岩手沿岸南部広域環境組合職員の懲戒の手続及び効果に関する規則 

 

平成１８年 ４月２１日 規則第１１号  

 

 （目的） 

第１条 この規則は、岩手沿岸南部広域環境組合職員の懲戒の手続及び効果に関する

条例（平成１８年岩手沿岸南部広域環境組合条例第８号。以下「条例」という。）第

５条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 （書面の交付等） 

第２条 条例第２条の規定による書面（以下「書面」という。）を直接交付することが

できない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。 

 （処分説明書の写の送付） 

第３条 任命権者は、懲戒処分を行なったときは、地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第４９条に規定する説明書の写１通を、岩手県人事委員会に提出しなけ

ればならない。 

 （他の任命権者に対する通知） 

第４条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行なった場

合においては、当該処分を行なった任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しな

ければならない。 

 （補則） 

第５条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


